
別紙

過去の検査結果値が基準

値（0.02㎎/ℓ）の

２分の１（0.01㎎/ℓ）を

超えたことが

ある ない

検査を実施

検査結果値が基準値（0.02㎎/ℓ）の

５分の１（0.004mg/ℓ）

を超えた場合

１０分の１

（0.002㎎/ℓ）

を超え、

５分の１（0.004㎎/ℓ）

以下の場合

１０分の１

（0.002㎎/ℓ）

以下の場合

原水､水源及び周辺の状況、

薬品等及び資機材の使用状

況、以上を勘案し検査の必要

がないと認められる場合

３か月に１回検査実施 １年に１回検査実施 ３年に１回検査実施 ３年に１回検査実施

六価クロム化合物の検査結果値


